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事業の目的 

１． 民間の資金、技術、経営ノウハウ等の活用による低廉な電力の確保 

 

２． 未利用エネルギーである汚泥消化ガスを有効利用し、省エネルギーの

実現及び地球環境保全に貢献 

 

３． 自主電源の確保による処理場運営の信頼性の向上 
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１ はじめに 
 
  東京都下水道局森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業提案審査委員会（以下「委

員会」という。）では、森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業事業者公開募集にお

ける応募者から提出された提案について、森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業

審査基準（以下「審査基準」という。）に基づいて審査を行い、このたび、優先交渉権者

及び次順位者を選出いたしましたので、ここにその結果を報告いたします。 

 

 

 

２ 優先交渉権者決定までの経過 

     

日       程 経         過 

平成１３年  ８月  ７日 第１回委員会 
(委員長の選出並びに事業及び実施方針の内容説明) 

  ９月  ５日 実施方針の公表 

９月１３日 
    １４日 

実施方針に対する質問・意見の受付 
 

９月２８日 実施方針に対する質問への回答 

１１月  ２日 第２回委員会 
(現地確認並びに募集要項内容説明及び審査事項検討) 

１１月１３日 特定事業の選定 

１１月１５日 
                １６日 

事業者公開募集要項の配布 

１１月２１日 
                ２２日 

参加表明書の提出（２９社） 

１１月２７日 現場説明会 

１１月３０日 事業者公開募集に対する第１回目質問の受付 
 

１２月２１日 事業者公開募集に対する第１回目質問への回答 

平成１４年  １月１１日 第３回委員会 
(審査基準の決定) 

１月２２日 審査基準及び条件規定書の配布 

１月２９日 事業者公開募集に対する第２回目質問の受付 
 

２月１５日 事業者公開募集に対する第２回目質問への回答 

３月２７日 提案の受付（９提案） 

４月１７日 第４回委員会 
(提案の審査並びに優先交渉権者及び次順位者の選出) 
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３ 審査結果 

 

平成１４年３月２７日に、以下の９者から提案を受け付けた。 

 

 

上記応募者からの提案について、以下の審査を行った。 

 

(１) 資格審査 

  各応募者から提出された資格審査書類、提案書提出届、技術提案書、事業計画提

案書について、審査基準の資格審査に掲げる次の条件を満たしているかを審査した。 

ア 事業者公開募集要項（以下「募集要項」という。）に定める応募者の資格をすべ 

て満たしていること。 

イ 募集要項に定めるすべての書類を提出していること。 

 この結果、すべての応募者がこれらの条件を満たしていることを確認したので、

応募者すべてが資格審査を通過した。 

 

  (２) 必須項目等に関する審査 

  (１)の資格審査を通過した応募者の提案書について、審査の公平性を期すため、

この審査以降、各応募者名を順不同に「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」「Ｆ」「Ｇ」「Ｈ」 

「Ｉ」と記号化した上で審査を行った。 

  ＡからＩまでの応募者から提出された技術提案書及び事業計画提案書について、

審査基準の必須項目等に関する審査に掲げる次の条件を満たしているかを審査した。 

  ア 必須事項（常用燃料単価を除く）に関する審査 

(ｱ) 募集要項、資料集、質問回答書、条件規定書及び現場説明会にて示した条件

を満たしているか。 

(ｲ) 事業計画及び技術提案内容に現実性・妥当性があるか。 

(ｳ) 提出書類間で数値の整合性があるか。 

応募者(代表者) グループ構成員 応募形態

1 石川島播磨重工業株式会社 単    独

2
株式会社エヌ・ティ・ティ
ファシリティーズ

日立造船株式会社
日比谷総合設備株式会社

グループ

3 三機工業株式会社 単    独

4 電源開発株式会社 三菱重工業株式会社 グループ

5 東京ガス株式会社
三井物産株式会社
清水建設株式会社

グループ

6 東京電力株式会社 三菱商事株式会社 グループ

7 株式会社東芝 単    独

8 丸紅株式会社 株式会社泰成エンジニアリング グループ

9 三菱電機株式会社
西松建設株式会社
株式会社荏原製作所
三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社

グループ

※並び順は代表者の五十音順による。
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イ 常用燃料単価に関する審査 

(ｱ) 提案内容に現実性があるか。 

(ｲ) 適切な燃料単価が設定されており､かつ合理的な根拠が示されているか。 

この結果、「Ａ」の応募者はアの(ｳ)の条件を満たしていないため、「Ｄ」の応募者

はイの(ｲ)の条件を満たしていないためにそれぞれ失格とした。 

 

(３) 加点項目審査 
 (２)の必須項目等に関する審査を通過したＢ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＩの応募

者から提出された技術提案書及び事業計画提案について、審査基準の加点項目に関

する審査に掲げる方法に従い審査を行い、優れた提案について点数を付与した。 

 

 この結果、点数の合計が上位であるＢ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＩの５応募者を以後の審

査の対象者として選出した。 

 

(４) 価格審査 

 (３)の加点項目審査を通過したＢ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＩの５応募者について、審査の

公平性を期すため、この審査以降、各応募者名を順不同に「あ」「い」「う」「え」「お」

と記号化した上で審査を行った。提出された「事業経費積算書」に記入された２０年

間の下水道局の事業経費（現在価値への割引後の金額）は、次の表に掲げるとおりであ

った。 

 

あ い う え お 

158 億 6 千万円 174 億 4 千万円 96 億 7 千万円 148 億 4 千万円 134 億 8 千万円 

Ｂ Ｃ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

 常時の電力供給の考え方
  ・降雨時等の対策 10 10 10 10 10 10 10 10

 非常時の電力供給の考え方及び
 供給能力
  ・定期点検時の供給能力

10 10 10 10 10 0 6 0

10 6 6 6 6 6 6 6

5 0 0 0 0 0 0 0

100 73 57 70 69 62 53 62

9 9 99 9 9 9

 その他有益な提案

 事業計画
    ・事業の安定性の確保

22

9 12 11

26 22 26 22

016 0 15

 運転管理計画
    ・運転管理計画の適正性
    ・事故時及び故障対策

15

確　認　事　項

合   計

本
設
備  消化ガスの有効利用方法

  ・有効利用方法
  ・消化ガス成分に対する対策
  ・定期点検時の利用

 環境対策
  ・一次エネルギーの削減
  ・二酸化炭素の削減
  ・その他の環境対策

配点

30

20

採    点

22 22



4 

 この結果、下水道局の事業経費が最小となる提案を行った「う」の応募者である

東京電力株式会社を代表者とするグループを優先交渉権者として選出した。 

また、下水道局の事業経費が二番目に小さい提案を行った「お」の応募者である

電源開発株式会社を代表者とするグループを次順位者として選出した。 

 

優先交渉権者 東京電力株式会社（代表者）、三菱商事株式会社 

次 順 位 者       電源開発株式会社（代表者）、三菱重工業株式会社 

 

 

 

４ 講評 

「森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業」の優先交渉権者を選出するに当

たっては、何よりも競争性、透明性及び公平性の確保が必要でありました。 
本ＰＦＩ事業の実施に関する方針の公表後、審査基準の検討及び提案の審査につ

いて、私を含め４名の委員の皆さまと長期間にわたり検討を重ねて参りました。 
 東京電力株式会社（代表者）、三菱商事株式会社によるグループ応募者は、本ＰＦ

Ｉの事業目的である「低廉な電力の確保」、「未利用エネルギー（汚泥消化ガス）活

用による環境貢献」、「処理場の自主電源確保による信頼性の向上」に寄与するもの

であり、最終審査で残った提案中最も下水道局の財政負担が縮減されるものであり

ました。これらを評価し、本委員会において優先交渉権者として選出いたしました。 
  また、電源開発株式会社（代表者）、三菱重工業株式会社によるグループ応募者は、

最終審査で残った提案中 2 番目に下水道局の財政負担が縮減される点から、次順位

の交渉権者として選出いたしました。 
最後に、応募に際しましては、9 つという数多くの提案がありました。いずれも

民間事業者ならではのノウハウが遺憾なく発揮されており、これは、下水道局が必

要最小限の技術的条件のみを提示した結果ではないかと思います。共通していたこ

ととしましては、汚泥消化ガスを前処理して不純物を除去した後、都市ガス等に替

る燃料として発電機に直接使用することで、一次エネルギーの削減による環境対策

効果を高めるなど、提案内容のレベルが非常に高かったことを報告いたします。 
 

 

森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業提案審査委員会 

委  員  長    田 中  和 博 


